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　日曜や祝日に仕事などで子どもの保育ができないとき
に利用できます。
　利用を希望する人は年度ごとに事前登録が
必要です。対象施設は市ホームページに掲載
しています。
●対象者　新潟市在住で保育認定を受け、保
護者の就労などにより日曜、祝日にも保育が必要な児童
※普段通う施設で振り替え休日の取得が必要
●利用料　毎月の保育料に含まれる
※別途延長料金が必要な場合あり
■申 あす22日から休日保育事前登録申請書を利用希望の施設へ
※申請書は市内の保育施設や区役所で配布、市ホームページにも掲
載。審査後、許可決定通知を交付。事前登録後の利用申し込みは直
接利用希望の施設へ
■問 保育課（☎025-226-1225）

問い合わせ・申し込みの際は電話番号のかけ間違いがないよう注意してください

令和３年度
休日保育の事前登録を受け付け

公共交通を応援しよう
ウェブサイトなどを開設

　公共交通は、市民の皆さんに利用し続けてもらうことで維持され
ている大切な移動手段です。鉄道やバス、タクシーなどは、皆さん
に安心して乗ってもらえるよう、車内の消毒や換気、運転士の検温
などの感染症対策を行っています。
　皆さんから公共交通の役割について考え、応援してもらうため、
次の取り組みを実施しています。
　未来につなげるため、公共交通を応援していきましょう。
■問 都市交通政策課（☎025-226-2753）
ウェブサイト「デキるヒトから、はじめよう」を開設
　公共交通に乗ることのメリットを紹介するために開設し
ました。乗っている時間を有効活用して仕事に生かしてい
る人の話を紹介＝下囲み＝するほか、さまざまな交通施策
などを掲載していきます。
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SNS（ツイッター）キャンペーン
　ツイッターアカウント「デキるヒトから、はじめよう」を
フォロー、リツイートした人の中から抽選で、通勤時間を
有効に使うための図書券５万円分が当たるキャンペーンを
実施しています。
　同アカウントでは、キャンペーン終了後も同ウェブサイ
トの更新や交通施策についての情報発信をしていきます。
●応募期限　３月31日（水）

サポーター企業を募集
　時差出勤やノーマイカーデー、通勤手当の見直しなど、公共交通
の維持に向けた取り組みに賛同する「未来につなげる公共交通サポー
ター企業」を募集します。
　サポーター企業は同ウェブサイトやツイッターなどで紹介します。
▷詳しくは同ウェブサイトに掲載　 未来につなげる公共交通サポーター企業 検索
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市政

公共交通を利用する人の声
　会社ではデザインや動画編集など、没頭して行う作
業が中心。片道30分のバス通勤時間は、スケジュー
ルの整理・確認や、国内外の映像配信サイトを見て
情報収集ができる大切な時間です。
　自家用車通勤との最大の違いは両手が使えること。
自家用車は便利ですが、両手がふさがっているので
アイデアが浮かんでもすぐに書き留めることができ
ませんでした。必要な情報が簡単に安定して集めら
れるバス通勤はとても効率的です。

同ウェブサイトで紹介
株式会社ソルメディエージ
長井　慎悟さん

引き換え期限間近　若者向けバス料金サービス
　新潟交通ICカード「りゅーと」ポイントまたは
区バス・住民バス等共通回数券（いずれも3,000円
分）と引き換え可能なチケットの引き換え期限は３
月１日（月）です。
※引き換えチケットは郵便または学校を通じて案
内・配布済み

子育て・教育
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新型コロナウイルス感染症対策の実施に協力を
　保育園などは感染拡大防止に最大限の配慮をしながら運営して
います。体温測定と風邪症状の確認をしてから登園や送迎をして
ください。
発熱や呼吸器症状などがある場合、保育園などの利用はできま
せん。

弁当代金の一部を補助
地域で弁当交流応援事業

くらし

　3月1日（月）から、同事業の登録店で購
入する弁当代の一部を補助します。
※利用には事前申請が必要で、あす22日
から受付開始。詳しくは要問い合わせ
●対象　自治会、町内会、サークルなど
の団体、企業
●利用条件　１個当たり3,000円（税抜き）
以上の弁当を10個以上購入
●補助率　１個当たりの金額の２分の１(上限2,000円)
■問 北区役所地域総務課（☎025-387-1115）
	 東区役所地域課（☎025-250-2170）
	 中央区役所地域課（☎025-223-7025）
	 江南区役所地域総務課（☎025-382-4624）
	 秋葉区役所地域総務課（☎0250-25-5670）
	 南区役所地域総務課（☎025-372-6605）
	 西区役所地域課（☎025-264-7172）
	 西蒲区役所地域総務課（☎0256-72-8161）

登録店も募集中
　参加を希望する飲食店などは、店舗が所在する区の区役所に申
請が必要です。
■問 区役所産業振興担当課
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